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【事務局】

【店舗A】【店舗B】【店舗C】

【漁り火テラス】

【ライフセーバー倉庫】

【ライフセーバー
▶① 事務室
▶② 待機・警備所
▶監視デッキ　】
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グリストラップ
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公共桝

仮設上下水道配管
※申請期間のみ埋設

ポンプ槽

屋外階段（鉄骨造）

パーゴラ

《監視デッキ》床：米松及び杉
《 屋根 》金属折板 t0.35（屋根）

敷 地 境 界 線

敷 地 境 界 線

敷
地

境
界

線

＊『１階（外壁なし、屋根のみの半屋外空間）』は、海水浴客への有料貸出スペース（管理は【事務局】）
　　店舗で購入した飲食物の食事スペースとして使用。
＊『屋上デッキ』及び、【漁り火テラス】と【店舗】間は、主に「店舗」で購入した飲食物の食事スペース

　兼 海水浴客の休憩スペースとして使用
→日差しが強い時は熱中症対策に配慮するため

日陰としての一時休憩所として使用

《 屋根 》
金属折板

　t0.35

《 屋根 》
金属折板 t0.35

《 屋根 》
金属折板 t0.35

《 屋根 》
金属折板 t0.35

《 屋根 》
金属折板 t0.35

《 屋根 》
金属折板 t0.35（屋根）

取り外し可能な
シェード（帆布生地）を
日差しの強い時に取付予定

＊【店舗A〜C】は、飲食店を用途とする店舗。
　施設は厨房及び食材のストックとして使用予定。
　店内での飲食はなし。（飲食は【漁り火テラス】周辺）

＊“米子市観光協会”が運営する
　海水浴場の運営・案内を主に行う拠点施設
・ライフセービング活動の補助的役割を行う
・【漁り火テラス】の有料スペースの貸出受付・管理
・海水浴グッズの貸出

（一部物品保管は【ライフセーバー倉庫】を使用）
・スタッフの休憩スペース

防潮堤

±0±0

±0

+350

+1150

±0

±0 ±0

±0

遊歩道中心高さ
+350

＊“米子市観光協会”から“NPO法人皆生ライフセービングクラブ”へ
　海水浴場運営期間中の水難事故防止のための安全指導、
　監視、救助等の業務委託を行い、それを運営するための施設

→事務局と連携してエリア全域の安全管理を行う

＊関連施設の保管場所として使用
・ライフセービング用器具
・海水浴グッズ（大型品）
・身障者介助用器具
※危険物等の保管は無シ
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敷地内通路
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【 申請建物①：店舗 】
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ガスコンロ
RGC-064D【マルゼン】
※ガス消費量

LPガス：9.3kW（0.67㎏/h）

換気扇
EX-30EH9【三菱電機】
換気風量：1,200㎥/h
　↓
※店舗の必要換気風量：Vr（法28条の2第3項）

Vr = 0.3回/h ✕ 25.99㎡ ✕ 2.343m
　= 18.268㎥/h

給気口（２ヶ所）
レジスターガラリ

換気扇
※店舗共通

給気口
※店舗共通

換気扇
※店舗共通

給気口
※店舗共通

ガスコンロ
※店舗共通

ガスコンロ
※店舗共通

プロパンガスボンベ
20kg ×２本

LPGボンベ

LPGボンベ

固定ブロック
H600

固定ブロック
H600

敷地内通路→
（※配置図参照）

←敷地内通路
　（※配置図参照） 1,

50
0

固定ブロック
H600

※店舗の必要換気風量：V（法28条第3項）
V = 40 ✕ 0.93㎥/kWh ✕ 9.3kW

　= 345.96㎥/h

6,503.5
歩行距離＜30m

6,503.5
歩行距離＜30m

6,503.5

歩行距離＜30m

※設置位置「A-6」A-A断面図参照

【給気口の大きさの確認】
　昭和45年建設省告示第1826号 第3-1-イ
　第2号ロの式より
　直接外気へ排気するため排気筒は無シ
　給気口の中心から排気口の中心までの高さ：1.652m

　Av =((40 ✕ 0.93㎥/kWh ✕ 0.67㎏/h) / 3600) √(3/1.652)
　= 0.00932㎡（93.2㎠）の給気口が必要

　消防予167号（H7.7.31）
　業務用ガス機器の設置基準の改正について

2-6-2 給気口の大きさより
ガス消費量 0.085kg/h当り有効開口面積10㎠以上必要

　よって、各店舗使用ガス消費量 0.67kg/hから
　0.67 / 0.085 = 7.88
　7.88 ✕ 10㎠ = 78.8㎠ の給気口が必要

→ 取付予定給気口：NSLG-1520
　　有効換気面積 51.8㎠

　∴ 51.8 ✕ 2ヶ所 = 103.6 ㎠
　↑設置給気口の有効換気面積

※給気口の大きさは右記を参照

R 2,000

R 2,000

R 2,000

消火器消火器 消火器1,500

1,500
固定ブロック
H600

壁：化粧ケイカル板
壁：化粧ケイカル板 壁：化粧ケイカル板

【 店 舗 _ A  /  B  /  C 】

▲ 平 面 図

▲ Y-1 通 り 立 面 図

▲ B-B 断 面 図
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▼排気口中心高さ（別紙参照）

▼ C-C 断 面 図

Ⓒ Ⓑ Ⓐ


	ユニットハウス情報（店舗）
	申請図面 [シートレイヤのタイトル]
	9
	1

	ユニットハウス情報（店舗）
	申請図面 [シートレイヤのタイトル]
	2
	16
	27/申請図面






